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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形状の太陽電池パネルと、前記太陽電池パネルの縁部を保持する枠部材と、前記太陽
電池パネルの裏面に配置される補強部材と、を有する太陽電池モジュールであって、
　前記枠部材は、前記太陽電池パネルの一方の対向辺側のみに設けられるものであり、外
壁面、上壁面、内壁面、及び下壁面からなる矩形の閉断面を有する枠体形状を有して形成
されているともに、前記外壁面から上方に延びた後、内側へ折り曲げられて成る延長屈曲
片が設けられて、前記上壁面と前記延長屈曲片の水平部分との間に前記太陽電池パネルの
外周端部が嵌り込む嵌合溝部が形成されており、
　前記補強部材は、上側水平板、下側水平板及び両水平板を支持する垂直支持板からなる
Ｈ型断面を有しており、
　前記枠部材の前記内壁面の下部には、前記枠部材の下端から内側に延びた後、上方及び
内側へと折り曲がる段差を有する固定用リブ片が形成されており、前記段差の先端部分に
は、前記補強部材の取り付け位置に対応して切り込みが設けられており、
　前記補強部材の両端は、前記垂直支持板が前記切り込みに嵌り込み、前記下側水平板が
前記段差の先端部分に重なるように配置されていることを特徴とする太陽電池モジュール
。
【請求項２】
　請求項１に記載の太陽電池モジュールであって、
　前記枠部材における前記切り込みの両側及び前記補強部材の前記下側水平板の両端部に
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はネジ孔が形成されており、
　前記補強部材は、前記ネジ孔に挿通されるネジによって前記枠部材に取り付け固定され
ていることを特徴とする太陽電池モジュール。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の太陽電池モジュールであって、
　前記補強部材の前記下側水平板の下面には、前記垂直支持板との連結部に沿って第１補
強用リブ片が凸状に形成されていることを特徴とする太陽電池モジュール。
【請求項４】
　請求項３に記載の太陽電池モジュールであって、
　前記補強部材の前記下側水平板の下面の両側縁部に、長手方向に沿って第２補強用リブ
片が形成されていることを特徴とする太陽電池モジュール。
【請求項５】
　請求項２に記載の太陽電池モジュールであって、
　前記補強部材の前記下側水平板の下面には、前記垂直支持板との連結部に沿って第１補
強用リブ片が凸状に形成されており、
　前記補強部材の前記下側水平板の下面の両側縁部に、長手方向に沿って第２補強用リブ
片が形成されており、
　前記第１及び第２補強用リブ片の高さは、前記ネジの頭部が前記第１及び第２補強用リ
ブ片から下に出ない高さに形成されていることを特徴とする太陽電池モジュール。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか１項に記載の太陽電池モジュールであって、
　前記枠部材の両端部にはカバー部材がかぶせられており、
　前記カバー部材には、太陽電池モジュールのおもて面側と裏面側とのそれぞれに、嵌合
凹部と嵌合凸部とが形成されていることを特徴とする太陽電池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池パネルに補強部材が接着部材により接着された構造の太陽電池モジ
ュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の太陽電池モジュール、例えば薄膜系の太陽電池モジュールは、パネル面積の大面
積化に伴い、力学的な強度及び耐候性を持たせるべく、枠体（フレーム）に嵌め込まれた
状態で使用される。例えば、特許文献１には、太陽電池パネルの４辺、すなわち全周縁部
にフレームを取り付けて太陽電池モジュールの強度を確保した構成が開示されている。
【０００３】
　このように、太陽電池パネルの全周縁部にフレームを取り付けたモジュールでは、パネ
ルの周辺にフレームの段差が生じ、パネル表面に水（雨水等）が溜まりやすいといった問
題がある。このため、特許文献１には、フレームに切欠溝を設け、この切欠溝よりパネル
表面に溜まった水を排出する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】再公表特許　ＷＯ２００６／０９８４７３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の構成では、太陽電池パネルの４辺にフレームを取り付
けているため、フレーム自体の重量によって太陽電池モジュール全体の重量が増加すると
いった問題がある。
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【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、モジュール全体の重量を軽量化でき
、かつ、パネル表面の排水性を確保できる太陽電池モジュールを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、矩形状の太陽電池パネルと、前記太陽電池パネルの縁部を保持する枠部材と
、前記太陽電池パネルの裏面に配置される補強部材とを有する太陽電池モジュールであっ
て、上記の課題を解決するために、前記枠部材は、前記太陽電池パネルの一方の対向辺側
のみに設けられており、前記補強部材の両端は、前記枠部材の切り込みに嵌り込むように
配置されていることを特徴としている。
 
【０００８】
　上記の構成によれば、太陽電池パネルの縁部を保持する枠部材が、一方の対向辺側のみ
に設けられ、他方の対向辺側には設けられない。これにより、太陽電池パネルの全周縁部
に枠部材を設ける構成に比べ、太陽電池モジュールの軽量化を図ることができる。
【０００９】
　また、太陽電池モジュール上に降った雨水等は、枠部材が存在しない側の辺から流れ落
ち、太陽電池パネルの表面の排水性を確保できる。これにより、雨水に含まれる埃等が太
陽電池パネルの表面に付着することを防止できる。
【００１０】
　また、前記太陽電池モジュールでは、前記枠部材は、該枠部材が取り付けられる太陽電
池パネルの辺よりも長く形成され、前記枠部材の両端部が前記太陽電池パネルの端部から
突出している構成とすることができる。
【００１１】
　上記の構成によれば、例えば、枠部材が設けられていない側の辺を下にして太陽電池モ
ジュールを立てた場合、地面には枠部材の端部のみが接触する。したがって、太陽電池パ
ネルの端部（枠部材が設けられていない側の端部）が地面に接触することは無く、そのよ
うな接触によるパネル破損が防止できる。
【００１２】
　また、前記太陽電池モジュールでは、前記枠部材は、前記太陽電池パネルに対して、接
着剤と両面テープとを併用して接着されている構成とすることができる。
【００１３】
　上記の構成によれば、接着剤を用いることによって太陽電池パネルと枠部材とを強固に
接着でき、部分的に両面テープを用いることで接着剤が硬化する前のモジュールのハンド
リングが容易になる。
【００１４】
　また、前記太陽電池モジュールでは、前記太陽電池パネルの裏面に配置される補強部材
を有し、前記補強部材は、前記太陽電池パネルの裏面に接着されるとともに、その両端が
前記枠部材に接合されている構成とすることができる。
【００１５】
　上記の構成によれば、太陽電池パネルと枠部材と補強部材とが強固な支持構造を有し、
太陽電池モジュールの強度を向上させることができる。
【００１６】
　また、前記太陽電池モジュールでは、前記枠部材は、前記太陽電池パネルの受光面側の
表面に溝部が形成されている構成とすることができる。
【００１７】
　上記の構成によれば、太陽電池パネルの表面の排水性をより向上させることができる。
例えば、傾斜を有する屋根上やフレーム設置用架台に太陽電池モジュールを配置する場合
には、枠部材は上記傾斜方向と直行するように（一方の枠部材が下側に配置されるように
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）配置される。このとき、太陽電池モジュール上に降った雨水等は、枠部材が存在しない
左右の辺から流れ落ちるのみでなく、溝部からも傾斜下方向に流れることができる。
【００１８】
　また、前記太陽電池モジュールでは、前記枠部材は、端部にカバー部材が設けられてい
る構成とすることができる。
【００１９】
　上記の構成によれば、枠部材の端部にキズがつくことを防止することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の太陽電池モジュールは、太陽電池パネルの縁部を保持する枠部材が、一方の対
向辺側のみに設けられ、他方の対向辺側には設けられない構成とすることで、太陽電池モ
ジュールの軽量化を図ることができるといった効果を奏する。
【００２１】
　また、太陽電池モジュール上に降った雨水等は、枠部材が存在しない側の辺から流れ落
ちるため、太陽電池パネルの表面の排水性を確保できるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施の形態１における太陽電池モジュールの全体構成を示す斜視図であり、太陽
電池モジュールをおもて面側（受光面側）から見た図である。
【図２】実施の形態１における太陽電池モジュールの全体構成を示す斜視図であり、太陽
電池モジュールを裏面側（受光面の反対側）から見た図である。
【図３】太陽電池パネルの基本構成を示す断面図である。
【図４】太陽電池モジュールに使用される長辺側枠部材の構成を示す投影図である。
【図５】太陽電池モジュールに使用される補強部材の構成を示す投影図である。
【図６】太陽電池パネルに接着部材を設けた状態を示す図であり、（ａ）は断面図、（ｂ
）は平面図である。
【図７】太陽電池パネルと長辺側枠部材と補強部材との取付構造を示す断面図である。
【図８】太陽電池モジュールに使用されるカバー部材の構成を示す投影図である。
【図９】図８に示すカバー部材を長辺側枠部材の端部に取り付けた状態を示す図であり、
（ａ）はカバー部材を透過して示す図、（ｂ）は外観図である。
【図１０】（ａ）はフルサイズモデルの太陽電池モジュールを裏面から見た図であり、（
ｂ）はハーフサイズモデルの太陽電池モジュールを裏面から見た図である。
【図１１】補強部材の取付位置を変化させて、太陽電池パネルに生じる最大変位量をシミ
ュレーションにて求めた結果を示すグラフである。
【図１２】傾斜した屋根又は架台に太陽電池モジュールを配置した状態を示す断面図であ
る。
【図１３】実施の形態２における太陽電池モジュールの全体構成を示す斜視図であり、太
陽電池モジュールをおもて面側（受光面側）から見た図である。
【図１４】（ａ）～（ｄ）は、太陽電池モジュールの端子ボックスからのケーブル取り出
し例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　〔実施の形態１〕
　以下、本発明の実施の形態１について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　図１および図２は本実施の形態１における太陽電池モジュール１の全体構成を示す斜視
図である。図１は太陽電池モジュール１をおもて面側（受光面側）から見た図であり、図
２は太陽電池モジュール１を裏面側（受光面の反対側）から見た図である。
【００２５】
　太陽電池モジュール１は、主として、縦長に形成された矩形状の太陽電池パネル２と、
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この太陽電池パネル２の長辺方向の縁部を保持する一対の長辺側枠部材３，３と、少なく
とも一本の補強部材４（図２では２本）とで構成されている。補強部材４は、太陽電池パ
ネル２の裏面に、この太陽電池パネル２の短辺と平行に配置されている。本実施の形態に
おける太陽電池パネル２の外形は、およそ１４００ｍｍ×１０００ｍｍである。また、図
示は省略するが、太陽電池パネル２の裏面には、太陽電池パネル２からの出力を取り出す
出力端子ボックスが備えられている。
【００２６】
　太陽電池パネル２は、図３にその端部断面を一部拡大して示すように、透光性絶縁基板
２１上に、透明電極膜２２、光電変換層２３、裏面電極膜２４がこの順に積層される。透
明電極膜２２、光電変換層２３、および裏面電極膜２４は、太陽電池セル２５を構成する
。さらに、裏面電極膜２４上に、封止フィルム２６と、耐候性・高絶縁性のための裏面保
護シートとしてのバックフィルム２７とが積層される。こうして、太陽電池パネル２は、
全体がラミネート封止された一体構造とされる。
【００２７】
　透光性絶縁基板２１としてはガラスや、ポリイミドなどの耐熱性樹脂が用いられている
。透明電極膜２２としてはＳｎＯ2、ＺｎＯ、ＩＴＯなどがある。そして光電変換層２３
としてはアモルファスシリコンや微結晶シリコンなどのシリコン系光電変換膜や、ＣｄＴ
ｅ，ＣｕＩｎＳｅ2などの化合物系光電変換膜がある。また、裏面電極膜２４は、例えば
ＺｎＯ透明導電膜及び銀薄膜からなる。更に封止フィルム２６としては、ＥＶＡ（エチレ
ンビニルアセテート樹脂）製やＰＶＢ（ポリビニルブチラール樹脂）製の高分子フィルム
が用いられる。更にまたバックフィルム２７としては、防湿性確保のためにＰＥＴ／Ａｌ
／ＰＥＴ（ＰＥＴ：ポリエチレンテレフタレート）の３層構造やＰＶＦ／Ａｌ／ＰＶＦ（
ＰＶＦ：ポリフッ化ビニル樹脂フィルム）の３層構造となっている。すなわち、ＰＥＴま
たはＰＶＦだけでは、付着する水滴の浸入は防止できても水蒸気の浸入は防止できないた
め、水蒸気の浸入を防止できる金属層（防水層）であるＡl層２７ａを内部に介在させて
いる。
【００２８】
　封止フィルム２６として熱可塑性アイオノマー樹脂を用いることがより好ましい。熱可
塑性アイオノマー樹脂は水蒸気透過率が低いため、太陽電池モジュールの防湿性が向上す
る。封止フィルム２６として熱可塑性アイオノマー樹脂を用いた場合、バックフィルム２
７として、金属層を介在させる必要がなく、ＰＥＴ、ＰＶＦまたはこれらを積層したフィ
ルムを用いることができる。例えば、ＰＥＴ／ＰＥＴ、ＰＶＦ／ＰＶＦまたはＰＥＴとＰ
ＶＦの２層構造とすることができる。この場合、外側のＰＥＴ（あるいはＰＶＦ）として
、内側のＰＥＴ（あるいはＰＶＦ）よりも耐候性の高いものを使用することによって、封
止フィルム２６のコストを抑えることができる。また、内側のＰＥＴ（あるいはＰＶＦ）
を黒色等の太陽電池セルの色彩に似た色に着色することによって、太陽電池パネルの受光
面側からの外観を良くすることができる。外観向上のための手法としては、封止フィルム
に黒色等の着色をする方法を取ることも可能である。
【００２９】
　上記のように構成してなる太陽電池モジュール１は、運搬する際の運搬コストや設置す
る際の設置場所における支持荷重の軽減等の観点から、できるだけ軽量化することが望ま
しい。そのため、上記の太陽電池モジュール１は、アルミニウム等の軽量素材で形成され
るのが好ましく、上記の長辺側枠部材３，３および補強部材４は、導電性を有するアルミ
ニウムで形成されている。すなわち、アルミニウムの押出加工によりそれぞれ成形されて
いる。ただし、これらはチタンやステンレス、若しくはジュラルミンなどのアルミニウム
合金等を用いて形成されていてもよい。
【００３０】
　次に、長辺側枠部材３及び補強部材４の基本構成について説明する。
【００３１】
　［長辺側枠部材の説明］
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　図４に示すように、長辺側枠部材３は、外壁面３１、上壁面３２、内壁面３３、及び下
壁面３４からなる矩形の閉断面を有する枠体形状を有して形成されている。さらに、外壁
面３１から上方に延びた後、内側（図中右側）へ折り曲げられて成る延長屈曲片３５が設
けられている。
【００３２】
　これにより、長辺側枠部材３の上壁面３２と延長屈曲片３５の水平部分との間に太陽電
池パネル２の外周端部が嵌り込む嵌合溝部３７が形成される。なお、この嵌合溝部３７の
幅寸法（図４中の上下方向寸法）は、太陽電池パネル２の厚さ寸法（図３中の上下方向寸
法）よりも僅かに大きく設定されている。
【００３３】
　また、長辺側枠部材３の内壁面３３の下部には、補強部材４をネジ等で取り付け固定す
るためのネジ孔（雌ネジ）３６ａが形成された固定用リブ片３６が形成されている。この
固定用リブ片３６は、下壁面３４から内側に延びた後、上方および内側へと折り曲がるこ
とで補強部材４の下側水平板４２（図５参照）の厚み分だけの段差を有する。なお、固定
用リブ片３６のネジ孔３６ａは、補強部材４の取り付け位置に対応して設けられている。
さらに、固定用リブ片３６の内側先端には、補強部材４の取り付け位置に対応して切り込
み３６ｂが設けられている。
【００３４】
　また、長辺側枠部材３は太陽電池パネル２の長辺よりも僅かに長く形成され、長辺側枠
部材３を太陽電池パネル２に取り付けた際には、太陽電池パネル２の両端部から長辺側枠
部材３が突出する。
【００３５】
　［補強部材の説明］
　図５に示すように、補強部材４は、上側水平板４１、下側水平板４２及び両水平板を支
持する垂直支持板４３からなるＨ型である。この補強部材４の下側水平板４２の両端部に
は、ネジを通すためのネジ孔４２ａが形成されている。ネジ孔４２ａは、長辺側枠部材３
のネジ孔３６ａに対応して設けられている。
【００３６】
　また、下側水平板４２の下面には、垂直支持板４３との連結部に沿って第１補強用リブ
片４２ｂが凸状に形成されている。すなわち、補強部材４には、太陽電池パネル２の重み
が垂直支持板４３に集中的にかかるため、この部分に第１補強用リブ片４２ｂを形成する
ことで厚みを厚くして、強度を確保している。
【００３７】
　さらに、本実施形態では、下側水平板４２の下面の両側縁部にも、長手方向に沿って第
２補強用リブ片４２ｃ，４２ｃが形成されている。第２補強用リブ片４２ｃ，４２ｃを形
成することで、下側水平板４２自体の強度を保つことができる。なお、第１補強用リブ片
４２ｂ及び第２補強用リブ片４２ｃは、断面矩形状や断面円弧形状等に形成することが可
能である。
【００３８】
　上側水平板４１の長手方向長さは、下側水平板４２及び垂直支持板４３の長手方向長さ
に比べ、その両端で長辺側枠部材３の切り込み３６ｂの長さにほぼ対応する長さ分だけ短
くなっている。
【００３９】
　［太陽電池モジュールの組み立て工程の説明］
　次に、上記構成の各部材を用いて、太陽電池モジュール１を組み立てる手順について、
図６ないし図８を参照して説明する。
【００４０】
　まず、図６（ａ）に示すように、太陽電池パネル２の長辺縁部に接着部材５１が設けら
れる。本実施の形態では、接着部材５１には、図６（ｂ）に示すように、両面テープと接
着剤とが使用される。すなわち、太陽電池パネル２の長辺縁部に沿って、不連続に両面テ
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ープを複数箇所貼り付け、両面テープが貼られていない箇所には接着剤を塗布する。そし
て、この接着部材５１が設けられた太陽電池パネル２の長辺縁部に、長辺側枠部材３の嵌
合溝部３７を嵌め込む（図７参照）。太陽電池パネル２に取り付けられた長辺側枠部材３
は、その両端が太陽電池パネル２の両端部から僅かに突出している。
このとき、接着部材５１は、単に太陽電池パネル２と長辺側枠部材３とを接着するのみで
なく、太陽電池パネル２と長辺側枠部材３の嵌合溝部３７との隙間を封止する役割を持つ
。このため、両面テープは、太陽電池パネル２と長辺側枠部材３の嵌合溝部３７との隙間
を埋めるように十分な厚み（１．０～１．２ｍｍ程度）のものが使用される。
【００４１】
　次に、この状態で太陽電池パネル２の裏面側から所定の間隔を存して平行に２つの補強
部材４，４をそれぞれ配置する（図７参照）。このとき、補強部材４の垂直支持板４３が
長辺側枠部材３の切り込み３６ｂに嵌り込むことによって、補強部材４が長辺側枠部材３
に対して位置決めされる。上側水平板４１の両端部は、長辺側枠部材３の切り込み３６ｂ
の長さにほぼ対応する長さ分だけ短くなっているため、上側水平板４１が固定用リブ片３
６に干渉することは無い。さらに、補強部材４の上側水平板４１の上面には、粘性のある
接着部材（図示せず）が予め設けられている。
【００４２】
　こうして補強部材４が配置されると、補強部材４の下側水平板４２の両端部に形成され
たネジ孔４２ａからネジを挿通し、左右の長辺側枠部材３，３に形成された固定用リブ片
３６，３６のネジ孔３６ａ，３６ａにねじ込む。これにより、補強部材４が左右の長辺側
枠部材３，３に固定される。
【００４３】
　このとき、補強部材４の下側水平板４２に形成された第１及び第２補強用リブ片４２ｂ
，４２ｃの高さ位置が、長辺側枠部材３の下壁面３４の高さ位置とほぼ面一となるように
、内壁面３３に形成されている固定用リブ片３６の高さ位置が設定されている。また、第
１及び第２補強用リブ片４２ｂ，４２ｃの高さは、固定されたネジの頭部が第１及び第２
補強用リブ片４２ｂ，４２ｃから下に出ない高さに形成されている。これにより、太陽電
池モジュール１の屋根等への設置作業において、補強部材４の下側水平板４２に形成され
た第１及び第２補強用リブ片４２ｂ，４２ｃやネジの頭部が作業中に引っかかるといった
不具合は発生しない。
【００４４】
　また、長辺側枠部材３は、アルミニウム等の押出加工により成形されており、外壁面３
１、上壁面３２、内壁面３３、及び下壁面３４からなる枠体内部は空洞となっている。ま
た、上記空洞は、長辺側枠部材３の長手方向の両端部において開放されている。このため
、長辺側枠部材３の両端部には、上記空洞を覆い隠すようなカバー部材６（図８，図９参
照）をかぶせることが好ましい。
【００４５】
　カバー部材６は、例えばポリプロピレン等の樹脂による射出成型品として成型され、図
８に示すように、長辺側枠部材３の端部を覆う主面部６１と、主面部６１の周縁の複数箇
所に設けられた係合部６２とからなる。図８では、三箇所の係合部６２Ａ～６２Ｃが設け
られている。
【００４６】
　係合部６２Ａ～６２Ｃは、図９（ａ）に示すように、長辺側枠部材３の端部全体を外側
から挟み込みようにして、カバー部材６を長辺側枠部材３の端部に取り付ける。また、カ
バー部材６の主面部６１の内側に突部を設け、この突部を長辺側枠部材３の内壁面３３の
内側に形成された穴部に差し込むことで、カバー部材６を長辺側枠部材３に対してより強
固に取り付けることができ、カバー部材６の脱落を防止できる。尚、図９（ｂ）は、カバ
ー部材６を長辺側枠部材３に取り付けた状態の外観を示している。
【００４７】
　カバー部材６が長辺側枠部材３の空洞部を塞ぐことで、太陽電池モジュール１を立てて
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地面に置いたときなどに、泥や小石が上記空洞部内に入ることを防止できる。また、長辺
側枠部材３にキズがつくことを防止することができる。もちろん、カバー部材６によって
長辺側枠部材３の空洞部が露出しないため、太陽電池モジュール１の美観を損なうことも
回避できる。
【００４８】
　さらに、カバー部材６においては、太陽電池モジュール１のおもて面側と裏面側とのそ
れぞれに、嵌合凹部６３Ａと嵌合凸部６３Ｂとを形成しても良い。嵌合凹部６３Ａおよび
嵌合凸部６３Ｂは、太陽電池モジュール１を積載するときに上下に嵌合し合い、位置ずれ
を防ぐためのガイドとなる。
【００４９】
　上記説明の太陽電池モジュール１では、太陽電池パネル２の縁部は長辺側枠部材３，３
によって長辺の縁部のみが保持されている。しかしながら、本発明はこれに限定されるも
のではなく、太陽電池パネル２の縁部は一方の対向辺側のみに設けられ、他方の対向辺側
に設けられない構成であればよい。すなわち、太陽電池パネル２の短辺の縁部のみが枠部
材によって保持されていてもよい。また、上記説明の太陽電池モジュール１では、２本の
補強部材４を設けた構成が例示されているが、本発明はこれに限定されるものではない。
枠部材と補強部材との関係については、例えば以下のようにすることが好適である。
【００５０】
　すなわち、太陽電池モジュール１がフルサイズモデル（およそ１４００ｍｍ×１０００
ｍｍ）である場合には、上記説明で例示したように、太陽電池パネル２の長辺の縁部を長
辺側枠部材３，３によって保持し、２本の補強部材４，４を設ける構成とすることが好ま
しい（図１０（ａ）参照）。一方、太陽電池モジュール１がハーフサイズモデル（およそ
７００ｍｍ×１０００ｍｍ）である場合には、太陽電池パネル２の短辺の縁部を短辺側枠
部材３’，３’によって保持し、１本の補強部材４を設ける構成とすることが好ましい（
図１０（ｂ）参照）。
【００５１】
　以上のように、本実施の形態に係る太陽電池モジュール１では、太陽電池パネル２の縁
部を保持する枠部材が、一方の対向辺側のみに設けられ、他方の対向辺側に設けられない
。これにより、太陽電池パネル２の短辺側および長辺側の両方、すなわち、太陽電池パネ
ル２の全周縁部に枠部材を設ける構成に比べ、太陽電池モジュール１の軽量化を図ること
ができる。
【００５２】
　また、本実施の形態に係る太陽電池モジュール１では、枠部材が設けられない方向の強
度は補強部材４に依存する。このため、補強部材４による荷重性能を最大限とするために
、特に２本の補強部材を設ける場合には、例えばシミュレーションによって補強部材４の
取付位置を設計することが好ましい。図１１は、フルサイズモデルの太陽電池モジュール
１において、太陽電池パネル２の端部（短辺）からの補強部材４の取付位置を変化させて
、太陽電池パネル２に生じる最大変位量をシミュレーションにて求めた結果を示すグラフ
である。ここでは、補強部材４の取付位置を２００ｍｍ、２５０ｍｍ、３００ｍｍ、３５
０ｍｍ、４００ｍｍとしてシミュレーションを行った。この結果、補強部材４の取付位置
を太陽電池パネル２の端部（短辺）から３００ｍｍとした場合に最大変位量が最も小さい
値となっている。これにより、補強部材４の取付位置は３００ｍｍが最適構造とされる。
補強部材４の取付位置は、太陽電池パネル２の端部（短辺）から２５０ｍｍ以上３５０ｍ
ｍ以下の範囲とすることが好ましい。この範囲に設定することにより、太陽電池パネルの
最大変位量を２５ｍｍ以下と小さくすることができる。
【００５３】
　本実施の形態１に係る太陽電池モジュール１は、傾斜を有する屋根上やフレーム設置用
架台に配置する場合には、図１２に示すように、太陽電池パネル２の縁部を保持する枠部
材が、上記傾斜方向と直行するように（一方の枠部材が下側に配置されるように）配置さ
れる。このため、太陽電池モジュール１の上記傾斜方向と平行となる辺の縁部には枠部材
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が存在しない。したがって、太陽電池モジュール１上に降った雨水等は、枠部材が存在し
ない左右の辺から流れ落ち、太陽電池パネル２の表面に溜まることを防止できる。これに
より、雨水に含まれる埃等が太陽電池パネル２の表面に付着することを防止できる。
【００５４】
　本実施の形態１に係る太陽電池モジュール１では、太陽電池パネル２は長辺側枠部材３
，３に対して、接着部材５１によって接着される。これにより、太陽電池モジュール１の
強度を向上させることができると共に、荷重印加時に太陽電池パネル２から長辺側枠部材
３，３が外れることを防止できる。
【００５５】
　また、接着部材５１は、両面テープと接着剤とが併用して使用される。接着部材５１は
、接着剤を用いることによって太陽電池パネル２と長辺側枠部材３，３とを強固に接着で
きる。さらに、部分的に両面テープを用いることで、接着剤が硬化する前のハンドリング
が容易になる。
【００５６】
　本実施の形態１に係る太陽電池モジュール１では、太陽電池パネル２の裏面に補強部材
４が設けられる。補強部材４は、太陽電池パネル２の裏面に接着されるとともに、長辺側
枠部材３，３に対してはネジ等によって接合される。これにより、太陽電池パネル２と長
辺側枠部材３，３と補強部材４とが強固な支持構造を有し、太陽電池モジュール１の強度
を向上させることができる。
【００５７】
　本実施の形態１に係る太陽電池モジュール１では、長辺側枠部材３は太陽電池パネル２
の長辺よりも長く形成され、長辺側枠部材３を太陽電池パネル２に取り付けた際には、太
陽電池パネル２の両端部から長辺側枠部材３が僅かに突出する。これにより、例えば、短
辺を下にして太陽電池モジュール１を立てた場合、地面には長辺側枠部材３の端部のみが
接触する。したがって、太陽電池パネル２の端部（枠部材が設けられていない側の端部）
が地面に接触することは無く、そのような接触によるパネル破損が防止できる。
【００５８】
　本実施の形態１に係る太陽電池モジュール１では、長辺側枠部材３の端部にはカバー部
材６が設けられる。カバー部材６は、長辺側枠部材３の端部を覆うように、長辺側枠部材
３の端部に嵌め込まれる。また、カバー部材６には突部が、長辺側枠部材３には穴部が設
けられており、長辺側枠部材３の穴部にカバー部材６の突部を差し込むことにより、カバ
ー部材６の脱落を防止できる。
【００５９】
　また、カバー部材６においては、太陽電池モジュール１のおもて面側と裏面側とのそれ
ぞれに、嵌合凹部６３Ａと嵌合凸部６３Ｂとを形成することで、複数の太陽電池モジュー
ル１を積載するときに位置ずれを防ぐためのガイドとなる。これにより、複数の太陽電池
モジュール１を梱包して輸送する際の破損等を防ぐことができる。
【００６０】
　〔実施の形態２〕
　以下、本発明の実施の形態２について、図面を参照して詳細に説明する。
【００６１】
　図１３は本実施の形態２における太陽電池モジュール１１の全体構成を示す斜視図であ
り、太陽電池モジュール１１をおもて面側（受光面側）から見た図である。尚、本実施の
形態２における太陽電池モジュール１１は、実施の形態１における太陽電池モジュール１
とほぼ類似した構成を有する。ここでは、異なる部分のみを説明し、実施の形態１にて説
明した図面と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する
。
【００６２】
　太陽電池モジュール１１は、図１３に示すように、図１における長辺側枠部材３，３に
代えて長辺側枠部材３’，３’を用いている。長辺側枠部材３’には、太陽電池モジュー
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ル１１のおもて面側（延長屈曲片３５の上面）の少なくとも一箇所に、溝部３８が設けら
れている。溝部３８の底面は、太陽電池パネル２の表面とほぼ同一面となるように形成さ
れる。
【００６３】
　実施の形態１でも述べたように、傾斜を有する屋根上やフレーム設置用架台に太陽電池
モジュール１１を配置する場合には、長辺側枠部材３’，３’は上記傾斜方向と直行する
ように配置される。このとき、太陽電池モジュール１１上に降った雨水等は、長辺側枠部
材３’，３’が存在しない左右の辺から流れ落ちるのみでなく、溝部３８から傾斜下方向
にも流れることができる。これにより、太陽電池モジュール１１上の水抜けが良くなり、
雨水に含まれる埃等が太陽電池パネル２の表面に付着することを防止できる。
【００６４】
　〔実施の形態３〕
　本実施の形態３における太陽電池モジュールは、実施の形態１または２における太陽電
池モジュールと同じ構成を有し、端子ボックスおよびケーブル部分のみが異なる。本実施
の形態では、端子ボックスおよびケーブル部分のみについて説明する。
【００６５】
　［端子ボックスからのケーブル取り出し例］
　端子ボックスからのケーブル取り出し例を図１４に示す。図１４（ａ）は、１枚の太陽
電池モジュールを単独で使用する場合、太陽電池モジュールどうしを直列接続する場合お
よび複数の太陽電池モジュールを幹線ケーブルに接続する場合に適した例であり、図１４
（ｂ）は、１枚の太陽電池モジュールを単独で使用する場合および複数の太陽電池モジュ
ールを幹線ケーブルに接続する場合に適した例である。図１４（ａ）の例では、プラスお
よびマイナスのそれぞれに出力用ケーブルおよびコネクタを設けている。また、図１４（
ｂ）の例では、２芯の出力用ケーブルを一本のみ設けている。
【００６６】
　図１４（ｃ），（ｄ）は、複数の太陽電池モジュールを並列接続して使用する場合に適
した例である。図１４（ｃ）の例では、プラスおよびマイナスのそれぞれに出力用ケーブ
ルを２本ずつ設けている。また、図１４（ｄ）の例では、２芯の出力用ケーブルを２本設
けている。
【００６７】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００６８】
　１，１１　　太陽電池モジュール
　２　　　　　太陽電池パネル
　３，３’　　長辺側枠部材（枠部材）
３１　　　　　外壁面
３２　　　　　上壁面
３３　　　　　内壁面
３４　　　　　下壁面
３５　　　　　延長屈曲片
３６　　　　　固定用リブ片
３６ａ　　　　ネジ孔
３７　　　　　嵌合溝部
３８　　　　　溝部
　４　　　　　補強部材
４１　　　　　上側水平板
４２　　　　　下側水平板
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４２ａ　　　　ネジ孔
４３　　　　　垂直支持板
５１　　　　　接着部材
　６　　　　　カバー部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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